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午前１０時００分  開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（杉本信一君） 本日をもって招集されました令和５年第４回遠軽町議会定例会を

開会します。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（杉本信一君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般報告 

○議長（杉本信一君） 会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。 

○議会事務局長（小野寺正彦君） 御報告いたします。 

 ただいまの出席議員は、１６人であります。 

 本日の列席者は、佐々木町長、河原教育長、村瀬代表監査委員であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の令和４年度及び令和５年度例月出納検査の結果、令和４年度教育委員会点検・評価報告

書、議長の執務及び閉会中における各委員会等の活動状況につきましては、別紙印刷の

上、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、説明員につきましては、案件により、参事、主幹等が入ることもありますので、

御了承願います。 

 次に、本定例会の日程は、第２４までとなっております。 

 以上で、報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（杉本信一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、阿部議員、今村議員を

指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（杉本信一君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、議会運営委員長の報告を求めます。 

 秋元議会運営委員長。 

○２番（秋元直樹君） －登壇－ 

 御報告いたします。 

 本日をもって招集されました令和５年第４回遠軽町議会定例会の会期につきましては、

６月１５日午後２時より議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日から６月２２日まで
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の３日間と決定いたしました。 

 追加議案、意見書等につきましては、それぞれ調整の上、６月２１日正午までに議長へ

提出されるようお願いいたします。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（杉本信一君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から６月２２日までの３日間に

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から６月２２日までの３日間とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明 

○議長（杉本信一君） 日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 令和５年第４回遠軽町議会定例会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中御

参集いただき厚くお礼を申し上げます。 

 初めに、令和５年第２回遠軽町議会定例会以降における行政について御報告いたしま

す。 

 まず、アイルランドとの交流についてでありますが、３月１７日から１９日まで、同国

の音楽や食文化を楽しむ「エンアイリッシュデー」を開催いたしました。 

 このイベントは、２０２０東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるホスト

タウン交流の相手国である同国に対して、町民の皆様に愛着を持っていただくことを目的

に開催したものであり、同国の代表的な祝日「セントパトリックスデー」である１７日に

は、緑色にライトアップにした芸術文化交流プラザにおいて、アイルランド音楽のライブ

などが行われ、町民の皆様に楽しんでいただきました。 

 また、翌１８日には、札幌市の大通公園などをコースとするセントパトリックスデーｉ

ｎ札幌パレードに、職員がまるせっぷイメージキャラクター「リーモ」とともに参加して

まいりました。 

 北海道家庭学校にある１９６４東京オリンピックゆかりの展示林を契機とした同国との

交流でありますが、今後も展示林の木々を後世に残し、森林を守り、育てることや国際交

流の大切さを次世代に継承する取組を継続していきたいと考えております。 

 次に、観光についてでありますが、太陽の丘えんがる公園及び丸瀬布森林公園いこいの

森が４月２９日にオープンしました。 

 このうち、丸瀬布森林公園いこいの森では開園式のほか、雨宮２１号出庫式が執り行わ

れ、今シーズンの無事故無災害を関係者で祈念しました。その後行われた雨宮号の特別運



《令和５年６月２０日》 － 5 － 

行では、車両のプレートを昭和３年の武利意森林鉄道に配車された当時の車番「１９」に

付け替え、鉄道ファンなど来園者からは「雨宮１９号」の復活に熱い視線が送られていま

した。 

 また、平成１０年４月２８日にオープンした木のおもちゃワールド館「ちゃちゃワール

ド」が開館２５周年を迎え、４月２９日及び３０日には記念イベントが開催されました。 

 さらに６月４日には、第５０回記念まるせっぷ藤まつりが開催され、昨年末の大雪によ

り藤棚の倒壊被害が発生したことから、開花を心配していましたが、無事に開花を迎えま

した。 

 両イベントとも、多くの町民並びに観光客の方々が訪れ、大いににぎわいを見せており

ました。 

 次に、要望関係についてでありますが、５月２３日に高規格道路旭川・紋別自動車道建

設促進期成会として網走開発建設部に対し、早期の整備促進について要望を行ってまいり

ました。 

 また、６月１３日には遠軽地区総合開発期成会として網走開発建設部及び北海道オホー

ツク総合振興局に対し、地域の懸案事項について要望を行ってまいりました。 

 今後におきましても、地域課題解決のため、根気強く機会を捉えて要望してまいりま

す。 

 次に、本議会に提出いたしました議案の大要について御説明申し上げます。 

 報告第１号株式会社生田原振興公社の経営状況については、地方自治法第２４３条の３

第２項の規定により、議会に報告するものです。 

 報告第２号令和４年度遠軽町一般会計繰越明許費については、令和４年度遠軽町一般会

計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定により、議会に報告するものです。 

 報告第３号令和４年度遠軽町下水道事業会計予算の繰越しについては、令和４年度遠軽

町下水道事業会計予算の支出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方公営企業法

第２６条第３項の規定により、議会に報告するものです。 

 議案第１号表彰については、遠軽町表彰条例に該当いたします対象者の表彰について議

会の議決を求めるものです。 

 議案第２号瀬戸瀬西町外５辺地に係る総合整備計画の変更については、辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項の規定において

準用する同法第３条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 議案第３号遠軽町過疎地域持続的発展計画の変更については、過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法第８条第１０項の規定において準用する同法第８条第１項の規定

により、議会の議決を求めるものです。 

 議案第４号遠軽町子ども屋内遊戯施設条例の制定については、遠軽町子ども屋内遊戯施

設を設置するため、本条例を定めるものです。 
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 議案第５号遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正については、感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染

症の位置づけが５類感染症に移行されたことに伴い、防疫救治作業手当の特例を廃止する

ため、本条例を定めるものです。 

 議案第６号遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正について及び議案第７号遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正については、国の基準の一部改正に伴い、所掌事務の移

管に係る所要の規定を整理するため、本条例を定めるものです。 

 議案第８号から議案第１２号までの工事請負契約の締結については、令和５年度野上通

野上橋長寿命化工事、令和５年度南丸瀬布線共栄橋長寿命化工事、令和５年度宮前１条通

道路改良工事、令和４年度やまなみ団地公営住宅建設工事（５号棟）（建築主体）（繰

越）及び令和５年度旧瀬戸瀬小学校解体工事について、議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第１３号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第３号）について御説明申し

上げます。 

 歳入については、国庫支出金、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入及び町債を補正し、寄

附金については、寄附者の御意志に沿いまして目的の基金に積立をするものです。 

 歳出については、新庁舎整備に伴う緑地整備設計業務に係る新庁舎建設基本・実施設計

業務委託料、建設地等整備工事費及び用地購入費のほか、住民税非課税世帯等に対して１

世帯当たり３万円を給付する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、認定こども

園等施設整備事業補助金、橋梁資材の価格高騰等による橋梁長寿命化工事費、白滝国際交

流センター屋外建具改修工事費、社会体育振興補助金等を計上したところです。 

 議案第１４号令和５年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正予算（第１号）について

は、個別排水処理施設整備工事の件数増のため、工事費を計上したところです。 

 議案第１５号令和５年度遠軽町水道事業会計補正予算（第１号）及び議案第１６号令和

５年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第１号）については、職員の人事異動に伴う人件

費を計上したところです。 

 以上が、本議会に提案いたしました議案の大要です。 

 御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願いを申し上げます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第４ 報告第１号株式会社生田原振興公社の経営状況につい

てを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 大泉生田原総合支所参事。 

○生田原総合支所参事（大泉勝義君） それでは、報告第１号株式会社生田原振興公社の
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経営状況について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、御報告いたします。 

 別紙１が、第３２期令和４年度事業報告書、別紙２が、第３３期令和５年度事業計画書

でございます。 

 それでは、第３２期令和４年度事業報告書から御説明いたします。 

 事業期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までです。 

 １ページ目をお開き願います。 

 １、事業全般の状況については、記載のとおりですのでお目通し願います。 

 １ページ中段から、振興公社の運営状況でございます。 

 ノースキング入浴利用者でありますが、年間利用実績といたしましては４万８,６７４

人となり、前年と比べまして９１８人の増加となっております。 

 ノースキング宿泊利用者でありますが、年間利用実績といたしましては９,５２９人と

なり、前年と比べまして２,２９１人の増加となっております。 

 続きまして、２ページ目上段、レストランノースキング利用者でありすが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で団体イベントや宴会等の利用が少ない中、年間利用実績といたし

ましては２万９,５７２人となり、前年と比較いたしまして１,３７５人の増加となりまし

た。 

 ちゃちゃワールドの入館利用者でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響がある

中、年間利用実績といたしましては１万２,７３６人となり、前年と比較いたしまして４,

０９２人の増加となりました。 

 次に、売店売上等でありますが、年間売上げは３,２１６万円となり、前年と比較いた

しましては１,２８６万円の増加となっております。 

 一般管理費につきましては、日頃から節電等経費削減に努めましたが、原油を初めとす

る資源価格の高騰等の影響で、一般管理費は１億９,９０９万円となりました。前年と比

較いたしまして１,０７２万円の増加となりました。総体の売上高は２億４,０７０万円、

経常利益は１,３４５万円となり、増収増益となっております。 

 続きまして、３ページ上段、年間集客数は、レストランを含めたホテルノースキングが

８万７,７７５人、ちゃちゃワールドが１万２,７３６人、両施設合わせまして１０万５１

１人の集客となっております。 

 ３ページ中段から役員会等、２、会社の概要を記載しております。 

 ３ページ下段から４ページにつきましては、株式の状況、取締役及び監査役の名簿、従

業員の状況が記載されております。 

 ５ページにつきましては株主名簿ですので、それぞれお目通し願います。 

 なお、５ページ目下段に記載しておりますが、昨年１１月に個人株主の工藤明範氏から

株式会社青池鉄工代表取締役、秋元則美氏に３株が譲渡されております。 

 ６ページにつきましては、ノースキングの宿泊者、入浴者、レストラン利用者の実績及

びちゃちゃワールドの入館実績となっております。 
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 次に、７ページ目をお開き願います。 

 貸借対照表です。資産の部の流動資産については、現金及び預金から貯蔵品まで合わせ

まして６,０７３万８,２０６円、固定資産は有形固定資産の建物及び車両運搬具、器具備

品を合わせて７３万６３３円、無形固定資産は電話加入権で２２万６,４０８円、投資等

は出資金は１万円で、資産合計は６,１７０万５,２４７円であります。 

 次に、負債の部ですが、流動負債は買掛金から納税引当金まで合わせまして１,８９０

万６,６７９円で、固定負債は、長期借入金１,４４８万９,０００円であり、負債合計は

３,３３９万５,６７９円であります。 

 次に、純資産の部でありますが、株主資本につきましては資本金３,０００万円、利益

剰余金の利益準備金が１７０万円、繰越利益剰余金がマイナス３３９万４３２円、純資産

合計は２,８３０万９,５６８円であります。負債・純資産の合計は、資産合計と同額の

６,１７０万５,２４７円であります。 

 ８ページ目を御覧願います。 

 ８ページ目から９ページは、損益計算書であります。純売上高、売上は２億４,０７０

万８,８７１円です。 

 売上原価は、期主棚卸高に仕入を加え、期末棚卸高を差し引いた額４,６６４万２,１６

０円で、純売上高から売上原価を差し引いた売上総利益は１億９,４０６万６,７１１円で

あります。 

 次に、販売費及び一般管理費ですが、職員給与手当から９ページの雑費まで合わせまし

て１億９,９０８万５２０６円で、売上総利益からこの金額を差し引いた営業利益はマイ

ナス５０１万８,４９５円であります。 

 営業外収入は、受取利息から雑収入まで合わせまして１,８４７万２,７５４円となって

おります。 

 営業利益に営業外収益を加算しまして、経常利益は１,３４５万４,２５９円でありま

す。税引前当期純利益１,３４５万４,２５９円に法人税等充当額２４万８,９００円を加

えました当期純利益は１,３２０万５,３５９円であります。 

 次に、１０ページ目を御覧願います。 

 株主資本等変動計算書について御説明いたします。 

 資本金の当期主残高は３,０００万円、利益準備金１７０万円については変動ありませ

んので、当期末残高と同額であります。 

 その他利益剰余の繰越利益剰余金は、当期主残高マイナス１,６５９万５,７９１円、当

期純損益金が１,３２０万５,３５９円でありますので、当期末残高はマイナス３３９万４

３２円となります。 

 以上により、株主資本合計は２,８３０万９,５６８円となり、純資産合計も同額であり

ます。 

 次に、１１ページを御覧願います。 
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 監査報告につきましては、記載のとおりですので、お目通し願います。 

 続きまして、別紙２を御参照願います。 

 第３３期令和５年度事業計画書について御説明いたします。 

 事業期間は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までであります。 

 １ページ目をお開き願います。 

 株式会社生田原振興公社の基本方針であります。 

 ノースキングにつきましては、指定管理者協定書に基づき、利用促進とサービスの向上

に努める。ちゃちゃワールドにつきましては、本年度も管理業務の一部を受託し販売促進

に努める。また、観光協会等の団体と協力し、地場産品の販売促進に努めることとしてお

ります。 

 以下、事業方針につきましては、記載のとおりでありまして、詳しい説明は省略させて

いただきますので、お目通し願います。 

 ３ページ目をお開き願います。 

 令和５年度の収支計画書について御説明いたします。 

 令和５年度の収支については、まず、収入についてでありまずが、売上は入浴売上から

受取委託料まで２億３,２３１万円が見込まれております。今年度は、前年実績の１０３

％から１０５％として計画されております。 

 営業外収益は、雑収入で８１０万円を見込み、収入合計２億４,０４１万円を見込む計

画となっております。 

 ４ページ目を御覧願います。 

 次に、支出でありますが、仕入れは４,２９６万円、販売費及び一般管理費は職員給与

手当から旅費交通費までの人件費計が８,７２１万円、水道光熱費から減価償却費までの

維持物件費計が１億３４万円となっております。 

 ５ページ目をお開き願います。 

 交際費から手数料までの諸経費が１,５３０万円を見込み、販売費及び一般管理費計は

２億２８５万円であります。営業外費用は支払利息のゼロ円、利益見込額はマイナス５４

０万円、支出合計は、収入合計と同額の２億４,０４１万円を見込む計画となっておりま

す。 

 以上で、株式会社生田原振興公社の経営状況についての説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 ５番渡部議員。 

○５番（渡部正騎君） ７ページの貸借対照表及び事業計画書の４ページの減価償却費に

ついて質問させていただきます。 

 チップボイラーがつくられたと思うのですけれども、それらが有形固定資産に入ってい

ないように思うのですけれども、その理由と、もし入るのであれば、事業計画書の減価焼

却にも影響が出ると思うので、その２点について御質問させていただきます。 
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○議長（杉本信一君） 大泉生田原総合支所参事。 

○生田原総合支所参事（大泉勝義君） 今の渡部議員の御質問について回答いたします。 

 今回、令和５年度から稼働しています木質チップボイラーにつきましては、建物、それ

から内容については、町の建物になっておりますので、振興公社の建物には含まれており

ません。 

 以上です。（発言する者あり） 

○議長（杉本信一君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 以上で、報告第１号株式会社生田原振興公社の経営状況についてを終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（杉本信一君） 日程第５ 報告第２号令和４年度遠軽町一般会計繰越明許費につ

いてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 報告第２号令和４年度遠軽町一般会計繰越明許費について説

明いたします。 

 令和４年度遠軽町一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越し

ましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり繰越計算書

を調製して報告するものです。 

 １ページをお開き願います。 

 令和４年度遠軽町一般会計繰越明許費繰越計算書について説明いたします。 

 ４款衛生費１項保健衛生費、出産・子育て応援商品券発行事業につきましては６７３万

３,０００円を翌年度に繰り越したもので、財源内訳の未収入特定財源は、国道支出金５

４１万６,０００円、一般財源は１３１万７,０００円です。母子保健推進事業につきまし

ては、４４万５,０００円を翌年度に繰り越したもので、財源内訳の未収入特定財源は国

道支出金３７万円、一般財源は７万５,０００円です。新型コロナウイルスワクチン接種

事業につきましては、３,１４７万円を翌年度に繰り越したもので、財源内訳の未収入特

定財源は国道支出金３,１４７万円です。 

 ６款農林水産業費１項農業費、畑地帯総合整備事業につきましては、２,８８３万２,０

００円を翌年度に繰り越したもので、財源内訳の未収入特定財源は、地方債２,８８０万

円、一般財源は３万２,０００円です。 

 ８款土木費２項道路橋梁費、道路橋梁維持事業につきましては、８２０万円を翌年度に

繰り越したもので、財源内訳の未収入特定財源は、国道支出金４１９万３,０００円、地
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方債３３０万円、一般財源は７０万７,０００円です。 

 ６項住宅費、町営住宅建設事業につきましては、２億２,２０７万円を翌年度に繰り越

したもので、財源内訳の未収入特定財源は国道支出金８,３３８万１,０００円、地方債１

億３,０６０万円、一般財源は８０８万９,０００円です。 

 １０款教育費２項小学校費、小学校教育活動体制整備事業につきましては、７６５万円

を翌年度に繰り越したもので、財源内訳の未収入特定財源は、国道支出金７６５万円で

す。 

 ３項中学校費、中学校教育活動体制整備事業につきましては、６３０万円を翌年度に繰

り越したもので、財源内訳の未収入特定財源は、国道支出金６３０万円です。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 以上で、報告第２号令和４年度遠軽町一般会計繰越明許費についてを終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第６ 報告第３号令和４年度遠軽町下水道事業会計予算の繰

越についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 大川水道課長。 

○水道課長（大川寿雄君） 報告第３号令和４年度遠軽町下水道事業会計予算の繰越につ

いて御説明いたします。 

 令和４年度遠軽町下水道事業会計予算の支出予算の経費を翌年度に繰り越したので、地

方公営企業法第２６条第３項の規定により、別紙のとおり繰越計算書を調製して報告する

ものです。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 令和４年度遠軽町下水道事業会計予算繰越計算書であります。 

 １枚めくっていただきまして、地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費

の繰越額は、１款資本的支出１項建設改良費、処理場整備事業の翌年度繰越額２億４００

万円は、遠軽下水処理センターの管理棟耐震工事及び最初沈殿池設備更新工事において、

資材の不足により工事に必要な機器の納期に著しい遅れが発生したことから、年度内の工

事完成が困難となったため、また、遠軽下水処理センターの水処理棟屋根防水更新工事に

おいて、施設の経年劣化により雨漏りが発生し、早急に更新工事を行う必要性が生じたた

め、工事の予算を翌年度に繰り越したものであります。 

 なお、財源内訳につきましては、企業債が１億１２０万円、国庫補助金が１億２１５万
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７,０００円、損益勘定留保資金が６４万３,０００円です。 

 以上で、報告第３号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 以上で、報告第３号令和４年度遠軽町下水道事業会計予算の繰越についてを終わりま

す。 

────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第７ 議案第１号表彰についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 堂前総務課長。 

○総務課長（堂前政好君） 議案第１号表彰について御説明いたします。 

 遠軽町表彰条例第２条の規定により、表彰することについて、議会の議決を求めるもの

であります。 

 遠軽町表彰条例第２条第３号エに該当する社会功労としまして、まち・ひと・しごと創

生推進事業資金として１００万円の御寄附を頂きました東京都港区三田２丁目１４番７

号、ＴＳＫコンサルティング株式会社様。まち・ひと・しごと創生推進事業資金として１

００万円の御寄附を頂きました札幌市中央区北４条西１丁目３番地、ホクレン農業協同組

合連合会様。奨学資金貸付資金として３００万円の御寄附を頂きました遠軽町南町３丁目

１番地、株式会社渡辺組様であります。 

 以上、３件の社会功労につきまして、遠軽町表彰条例に基づき表彰いたしたく提案する

ものであります。 

 以上で、議案第１号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１号表彰についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第２号 
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○議長（杉本信一君） 日程第８ 議案第２号瀬戸瀬西町外５辺地に係る総合整備計画の

変更についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 中原企画課長。 

○企画課長（中原 誉君） 議案第２号瀬戸瀬西町外５辺地に係る総合整備計画の変更に

ついて御説明いたします。 

 瀬戸瀬西町外５辺地に係る総合整備計画を変更するため、辺地に係る公共的施設の総合

整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項の規定において準用する同法

第３条第１項の規定より、議会の議決を求めるものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 総合整備計画書でございますが、次のページの参考資料、新旧対照表により御説明いた

します。 

 左が変更前、右が変更後であります。 

 １ページ目、２.公共的施設の整備を必要とする事情の３点目「道路」のうち、２行

目、４行目及び７行目に３か所ある「１９１橋」を「１９２橋」に、３行目の「平成２１

年度」を「令和３年度」に、４行目の「平成２２年度」を「令和４年度」に、５行目の

「平成２３年度」を「令和４年度」に、６行目の「作成」を「改訂」に、８行目の「１４

橋」を「２６橋」に、それぞれ改め、１ページ目最後の瀬戸瀬湯の里間道路瀬戸瀬跨道橋

長寿命化事業、橋長３９.２メートルの下に、２ページ目をお開きいただきまして、野上

通野上橋長寿命化事業、橋長１９５.９メートルを加えます。 

 次に、「道路」の下に「公民館」を加え、本文を「瀬戸瀬地域住民に対し、実際生活に

即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の

増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に施設

を設置。現在使用する瀬戸瀬地域公民館については、昭和３５年建設で現在まで６２年が

経過しており、施設の老朽化が著しい。このため、令和３年３月に廃校となった旧瀬戸瀬

小学校給食棟について、平成４年建設で築３０年経過しているが、一部を改修することに

より、地域公民館機能を移転することができる。」とします。 

 次に、公共的施設の整備計画のうち、表の３行目に、道路（瀬戸瀬湯の里間道路瀬戸瀬

跨道橋長寿命化事業）の事業費等の金額を記載のとおり変更するとともに、３ページ目に

移りまして、表の４行目に、「道路（野上通野上橋長寿命化事業）」、さらに表５行目

に、「公民館（地域公民館改修事業）」を追加します。 

 事業主体名、事業費、財源内訳及び一般財源のうち辺地対策事業債の予定額について

は、それぞれの欄に記載のとおりであります。合計欄につきましては、事業追加等に伴う

修正となります。 

 以上で、変更点の説明を終わります。 

 辺地に係る総合整備計画に位置づけた事業につきましては、辺地対策事業債の活用が可
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能となります。 

 なお、今回の計画の変更につきましては、北海道との協議の結果、本年３月２２日付に

て、異議がない旨の回答をいただいております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第２号瀬戸瀬西町外５辺地に係る総合整備計画の変更についてを採決い

たします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第９ 議案第３号遠軽町過疎地域持続的発展計画の変更につ

いてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 中原企画課長。 

○企画課長（中原 誉君） 議案第３号遠軽町過疎地域持続的発展計画の変更について御

説明いたします。 

 遠軽町過疎地域持続的発展計画を変更することについて、過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法第８条第１項の規定により、議会の議決を求めるものあります。 

 次のページをお開き願います。 

 変更の内容でありますが、別紙の表により説明いたします。 

 左が変更前、右が変更後であります。 

 １ページ目をお開きください。 

 ６ 生活環境の整備、（１）現状と課題、エ 消防施設及び救急体制、本文下から２行

目、「耐用年数を超えた」の後に「消防指令システムや消防救急デジタル無線設備」を加

えます。 

 ２ページ目をお開きください。 

 （３）計画の事業計画、令和３年度から令和７年度の表に、持続的発展施策区分、５ 

生活環境の整備の事業名（施設名）、（５）消防設備の事業内容と事業主体について、

「消防指令センター整備事業、通信指令室整備、高機能消防指令システム整備」と「一部

事務組合」をそれぞれ追加いたします。 
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 ７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の（３）計画の事業計

画、令和３年度から令和７年度の表に、持続的発展施策区分の６ 子育て環境の確保、高

齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に、事業名（施設名）、（２）認定こども園の事業

内容と事業主体に、「認定こども園整備事業、認定こども園整備事業補助金」と「学校法

人」をそれぞれ追加いたします。 

 なお、この計画に掲載されていない事業につきましては、過疎対策事業の借入れができ

ないというものでありますので、御理解をお願いいたします。 

 今回の計画の変更につきましては、北海道との協議の結果、本年４月２８日付にて、異

議がありませんとの御回答をいただいております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第３号遠軽町過疎地域持続的発展計画の変更についてを採決いたしま

す。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第４号 

○議長（杉本信一君） 日程第１０ 議案第４号遠軽町子ども屋内遊戯施設条例の制定に

ついてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 太田子育て支援課長。 

○子育て支援課長（太田貴幸君） 議案第４号遠軽町子ども屋内遊戯施設条例の制定につ

いて御説明いたします。 

 本条例は、遠軽町子ども屋内遊戯施設を設置するために定めるものです。 

 次のページ、別紙を御覧ください。 

 条例名は、遠軽町子ども屋内遊戯施設条例とし、全１２条の構成となっています。 

 第１条は、子どもの成長に応じた遊び場を提供し、子どもの心身の発達を促すととも

に、安心して子育てをすることができる環境や交流の場を提供することを目的とし、子ど

も屋内遊戯施設を設置することを規定しています。 

 第２条は、名称及び位置に関する規定で、名称は「遠軽町子ども屋内遊戯施設」、位置

は「遠軽町岩見通南２丁目３番地」です。 
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 第３条第１項は、休館日の規定で、第１号から第３号までを規定しています。 

 第２項は、必要な場合はこれを変更することができるよう規定しています。 

 第４条は、開会時間を規定し、午前１０時から午後６時までとし、ただし書により、変

更することができるよう規定しています。 

 第５条第１項は、施設を使用する者の範囲を第１号から第３号により規定しています。 

 第２項は、前項第１号に規定する子どもが使用する場合は、必ず前項第２号に規定する

者の同伴が必要なことを規定しています。 

 第６条は、使用の許可について規定しています。 

 第７条は、使用の制限を規定しています。 

 続きまして、第８条第１項は、別表に規定した使用料を使用者が納入しなければならな

いことを規定しています。 

 第２項は、使用料を減免することができることを規定しています。 

 第９条は、使用料の還付を規定しています。 

 第１０条は、使用者の損害賠償義務について規定してします。 

 第１１条は、販売行為などを行う場合の許可を規定しています。 

 第１２条は、条例の施行に関し必要な事項を規則に委任することを規定しています。 

 附則として、第１項は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において、規則で

定める日から施行する規定です。 

 第２項は、本条例の制定に伴い、遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例を一部改正

し、遠軽農林水産物直売・食材供給施設を削除し、関係する規定の改正をするものです。 

 改正内容につきましては、参考資料の１ページ目、遠軽町農林水産物直売・食材供給施

設条例新旧対照表を御覧ください。 

 第２条、第６条、別表の表中「遠軽農林水産物直売・食材供給施設」に関わる項を削り

ます。 

 申し訳ございません。別紙の３ページ目にお戻りいただきまして、別表として、遠軽町

子ども屋内遊戯施設使用料金表を規定しています。料金は、１日券、回数券、定期券の３

か月券、６か月券、１年券を、また、対象として、町民と町外者を分けた規定としていま

す。 

 続きまして、４ページ目を御覧ください。 

 備考の第１項は、未就学児を無料とする規定をしています。 

 第２項は、１日券の有効期間を規定しています。 

 第３項は、回数券の有効期間を規定しています。 

 第４項から第６項は、それぞれの定期券の有効期間を規定しています。 

 次に、参考資料の２ページ目、３ページ目を御覧ください。 

 こちらにつきましては、条例第１２条の委任規定によりまして、条例の施行に関し必要

な事項として、遠軽町子ども屋内遊戯施設条例施行規則を定めるものです。 
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 以上で、議案第４号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第４号遠軽町子ども屋内遊戯施設条例の制定については、なお審査の必要があると

思われますので、民生常任委員会に付託し、閉会中の審査にしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、民生常任委員会に付託し、閉会中の審査とすることに決定しまし

た。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第５号 

○議長（杉本信一君） 日程第１１ 議案第５号遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 堂前総務課長。 

○総務課長（堂前政好君） 議案第５号遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部改正について御説明いたします。 

 本案は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナ

ウイルス感染症の位置づけが５類感染症に移行されたことに伴い、防疫救治作業手当の特

例を廃止するため提案するものであります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例であります。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、次のページ、参考資

料をお開き願います。 

 附則第３項及び第４項の防疫救治作業手当の特例につきましては、職員が新型コロナウ

イルス感染症の患者もしくはその疑いのある者に接して行う作業、またはこれに準ずる作

業に従事したときに支給するものといたしまして、令和４年３月から規定していたところ

でありますが、感染症法における新型コロナウイルス感染症の位置づけが５類感染症に移

行されたことに伴い、その特例を廃止するため、附則第３項及び第４項を削るものであり

ます。 

 なお、防疫救治作業手当の特例の支給実績はなかったところであります。 

 前のページ、別紙に戻っていただきまして、附則として、この条例は、公布の日から施
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行するものであります。 

 以上で、議案第５号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第５号遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につ

いてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 午前１１時５分まで、暫時休憩いたします。 

午前１０時５２分 休憩 

────────────── 

午前１１時０３分 再開 

○議長（杉本信一君） 再開いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第６号 

○議長（杉本信一君） 日程第１２ 議案第６号遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 太田子育て支援課長。 

○子育て支援課長（太田貴幸君） 議案第６号遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。 

 本条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準の一部改正に伴う改正であり、こども家庭庁設置法の施行によ

る所掌事務の移管に伴い、所要の規定を改正するものです。 

 別紙をお開き願います。 

 遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例です。 

 改正の内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明いたしますので、御覧

ください。 

 第１５条第４号は、保育事業等の所管が厚生労働省からこども家庭庁に移管となったこ

とから、規定している「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改めるもので、第４４条も

同様の改正となります。 
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 別紙にお戻りいただきまして、附則として、この条例は、公布の日から施行します。 

 以上で、議案第６号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第６号遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第７号 

○議長（杉本信一君） 日程第１３ 議案第７号遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 太田子育て支援課長。 

○子育て支援課長（太田貴幸君） 議案第７号遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。 

 本条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う改正であ

り、こども家庭庁設置法の施行による所掌事務の移管に伴い、所要の規定を改正するもの

です。 

 別紙をお開き願います。 

 遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例です。 

 改正の内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明いたしますので、御覧

ください。 

 第２６条は、保育事業等の所管が厚生労働省からこども家庭庁に移管となったことか

ら、規定している「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものです。 

 別紙にお戻りいただきまして、この条例は、公布の日から施行します。 

 以上で、議案第７号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 
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 これより、議案第７号遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第８号 

○議長（杉本信一君） 日程第１４ 議案第８号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第８号工事請負契約の締結について御説明いたしま

す。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和５年度野上通野上橋長寿命化工事であります。 

 契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は１億３,３１０万円でありま

す。 

 契約の相手方は、大同・日新特定建設工事共同企業体。代表者、遠軽町白滝１４９番地

１、大同産業開発株式会社、代表取締役、今野政男。構成員、遠軽町２条通北４丁目１番

地９、日新工業株式会社、代表取締役、遠藤利秀であります。 

 この工事につきましては、６月５日、株式会社管野組外５者により指名競争入札を行い

まして、大同・日新特定建設工事共同企業体が１億３,３１０万円で落札をしておりま

す。 

 入札の状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表１３番に

記載しておりますので御参照願います。 

 なお、大同・日新特定建設工事共同企業体とは、同日、仮契約を締結しております。工

期につきましては、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、令和６年３月１９日の完

成を予定しております。 

 以上で、説明終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第８号工事請負契約の締結についてを採決いたします。 
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 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第９号 

○議長（杉本信一君） 日程第１５ 議案第９号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第９号工事請負契約の締結について御説明いたしま

す。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和５年度南丸瀬布線共栄橋長寿命化工事であります。 

 契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は１億７４７万円であります。 

 契約の相手方は、菅野・髙橋特定建設工事共同企業体。代表者、遠軽町丸瀬布東町９８

番地、株式会社菅野組、代表取締役社長、菅野浩太郎。構成員、遠軽町丸瀬布東町９８番

地、株式会社髙橋組、代表取締役、増田眞一であります。 

 この工事につきましては、６月５日、株式会社渡辺組外６者により、指名競争入札を行

いまして、菅野・髙橋特定建設工事共同企業体が１億７４７万円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表１４

番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、菅野・髙橋特定建設工事共同企業体とは、同日、仮契約を締結しております。工

期につきましては、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、令和６年３月１９日の完

成を予定しております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第９号工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第１０号 

○議長（杉本信一君） 日程第１６ 議案第１０号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１０号工事請負契約の締結について御説明いたし

ます。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和５年度宮前１条通道路改良工事であります。 

 契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は５,２５０万３,０００円であり

ます。 

 契約の相手方は、遠軽町大通北１丁目２番地、佐藤工業株式会社、代表取締役、佐藤敏

幸であります。 

 この工事につきましては、６月５日、株式会社渡辺組外６者により指名競争入札を行い

まして、佐藤工業株式会社が５,２５０万３,０００円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表１６

番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、佐藤工業株式会社とは、同日、仮契約を締結しております。工期につきまして

は、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、１１月３０日の完成を予定しておりま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１０号工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 議案第１１号 

○議長（杉本信一君） 日程第１７ 議案第１１号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 
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 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１１号工事請負契約の締結について御説明いたし

ます。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和４年度やまなみ団地公営住宅建設工事（５号棟）（建築主体）（繰

越）であります。 

 契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は５,４７８万円であります。 

 契約の相手方は、遠軽町丸瀬布東町９８番地、株式会社菅野組、代表取締役社長、菅野

浩太郎であります。 

 この工事につきましては、６月５日、株式会社渡辺組外７者により指名競争入札を行

い、株式会社菅野組が５,４７８万円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表１７

番に記載をしておりますので御参照願います。 

 なお、株式会社菅野組とは、同日、仮契約を締結しております。工期につきましては、

議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、１１月３０日の完成を予定しております。 

 以上で、説明終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１１号工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 議案第１２号 

○議長（杉本信一君） 日程第１８ 議案第１２号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１２号工事請負契約の締結について御説明いたし

ます。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に
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より、工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和５年度旧瀬戸瀬小学校解体工事であります。 

 契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は８,８４４万円であります。 

 契約の相手方は、北見市北上７７７番地、株式会社三共後藤建設、代表取締役、後藤武

史であります。 

 この工事につきましては、６月１２日、株式会社渡辺組外７者により指名競争入札を行

いまして、株式会社三共後藤建設が８,８４４万円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表２９

番に記載をしておりますので御参照願います。 

 なお、株式会社三共後藤建設とは、同日、仮契約を締結しております。工期につきまし

ては、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、令和６年３月８日の完成を予定してお

ります。 

 以上で、説明終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１２号工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 議案第１３号から日程第２０ 議案第１４号 

○議長（杉本信一君） 日程第１９ 議案第１３号令和５年度遠軽町一般会計補正予算

(第３号)、日程第２０ 議案第１４号令和５年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正予

算（第１号）、以上、議案２件は関連がありますので、一括して議題とします。 

 上程の順に提出者の説明を求めます。 

 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 議案第１３号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第３号）

について説明いたします。 

 令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第３号）につきましては、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ２億５,６５２万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１

７７億８,５９３万１,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。 

 地方債の変更は、「第２表地方債補正」により説明いたします。 
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 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の１、歳入から説明いたします。 

 １５款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に１億２,９４９万５,０００円を追

加し、総額を１５億５,４２６万６,０００円とするものです。 

 １８款寄附金につきましては、１項寄附金に２０万円を追加し、総額を９,３９０万２,

０００円とするものです。 

 １９款繰入金につきましては、１項基金繰入金に４,５５１万４,０００円を追加し、総

額を１３億４,７９８万８,０００円とするものです。 

 ２０款繰越金につきましては、１項繰越金に１,６６６万９,０００円を追加し、総額を

２億１,６６６万９,０００円とするものです。 

 ２１款諸収入につきましては、５項雑入に３５万円を追加し、総額を２億７,５５４万

９,０００円とするものです。 

 ２２款町債につきましては、１項町債に６,４３０万円を追加し、総額を２９億３,３４

０万円とするものです。 

 これにより、歳入合計１７５億２,９４０万３,０００円に２億５,６５２万８,０００円

を追加し、総合を１７７億８,５９３万１,０００円とするものです。 

 次のページをお開き願います。 

 ２、歳出について説明いたします。 

 ２款総務費につきましては、１項総務管理費に２億５３万９,０００円を追加し、総額

を３９億３,３６３万６,０００円とするものです。 

 ３款民生費につきましては、２項児童福祉費に２,６９７万円を追加し、総額を３５億

９,７３２万３,０００円とするものです。 

 ８款土木費につきましては、２項道路橋梁費に２,０００万円を追加、５項下水道費に

４万７,０００円を追加し、総額を１８億２,３７４万８,０００円とするものです。 

 １０款教育費につきましては、１項教育総務費に３００万円を追加、５項社会教育費に

４９７万２,０００円を追加、６項保健体育費に１００万円を追加し、総額を１５億８,３

２２万９,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計１７５億２,９４０万３,０００円に２億５,６５２万８,０００円

を追加し、総額を歳入歳出同額の１７７億８,５９３万１,０００円とするものです。 

 次に、第２表地方債補正について説明いたします。 

 地方債につきましては、新庁舎整備事業、認定こども園整備事業及び道路橋梁事業の限

度額をそれぞれ記載のとおり変更するものです。 

 起債の方法、利率、償還の方法は、それぞれ補正前と変更はありません。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説

明いたします。 

 ９ページをお開き願います。 
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 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、一般職人件費２９万３,０００円につきま

しては、職員の死亡退職に伴う会計年度任用職員の任用により、職員共済組合負担金１１

万円、福祉協会負担金１,０００円、報酬職社会保険料１８万２,０００円を追加するもの

です。総務一般経費２４０万８,０００円につきましては、職員の死亡退職に伴う会計年

度任用職員の任用により、会計年度任用職員報酬１５４万４,０００円、期末手当７万７,

０００円、費用弁償７万５,０００円を追加。普通旅費７１万２,０００円は、北海道町村

会が主催する海外行政視察調査にオホーツク町村会から町長が参加することとなったため

追加するものです。 

 ５目財産管理費、新庁舎整備事業８,４４０万円につきましては、新庁舎整備に伴う緑

地整備に係る設計業務を行うため、新庁舎建設基本・実施設計業務委託料に８００万円を

追加。新庁舎の建設地となる庁舎前庭の整地や立木の移植をするため、新庁舎建設費等整

備工事４,１８０万円を計上。新庁舎整備に伴う緑地整備として、土地開発基金から用地

を買い取るため、用地購入費３,４６０万円を計上するものです。 

 １４目諸費、税外収入還付２９３万２,０００円につきましては、住民税非課税世帯等

臨時特別給付金事業費補助金ほか、国庫補助金の令和４年度精算による返還金を計上する

ものです。 

 １５目基金運営費、基金運営事業１,３８６万９,０００円につきましては、まちづくり

振興基金積立金に指定寄附金６件分４５万円、ふるさと納税寄附金１,６７１件分、１,０

９１万９,０００円、合わせて１,１３６万９,０００円を追加。まち・ひと・しごと創生

基金積立金に企業版ふるさと納税寄附金３件分、２５０万円の追加です。 

 １６目新型コロナウイルス感染症対策費、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付

金給付事業９,６６３万７,０００円につきましては、電力・ガス・食料品等価格高騰によ

る負担増を踏まえ、住民税非課税世帯等に対して、１世帯当たり３万円を給付するため、

必要な経費を計上するもので、職員に係る時間外及び休日勤務手当８５万２,０００円、

消耗品費１４万１,０００円、印刷製本費３３万３,０００円、案内送付等に係る通信運搬

費８５万９,０００円、銀行振込に係る手数料１０２万３,０００円、総合行政情報システ

ム改修業務委託料４２万９,０００円、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

は、対象世帯を３,１００世帯と見込み、９,３００万円を計上するものです。 

 １１ページをお開き願います。 

 ３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務費、子ども・子育て支援事業２,６９７万

円は、遠軽ひばり幼稚園改築に係る交付金について、保育所等整備交付金及び認定こども

園施設整備交付金の二つの交付金事業が、こども家庭庁の発足により、就学前教育・保育

施設整備交付金に制度が統一されたため、新制度において新たに算定したことによる認定

こども園等施設整備事業補助金の追加です。 

 １３ページをお開き願います。 

 ８款土木費２項道路橋梁費２目道路橋梁維持費、道路橋梁維持事業２,０００万円につ
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きましては、橋梁資材等の価格高騰及び架設労務費等の増による橋梁長寿命化工事の追加

です。 

 １５ページをお開き願います。 

 ８款土木費５項下水道費１目公共下水道費、下水道事業４万７,０００円につきまして

は、個別排水処理事業特別会計繰出金の追加です。 

 １７ページをお開き願います。 

 １０款教育費１項教育総務費３目教育振興費、奨学資金貸付事業３００万円につきまし

ては、指定寄附金により奨学資金貸付基金の繰出金の追加です。 

 １９ページをお開き願います。 

 １０款教育費５項社会教育費４目社会教育施設費、国際交流センター管理運営事業４９

７万２,０００円につきましては、国宝指定の告示を控え、多くの来場が見込まれている

白滝国際交流センターホワイエの複層ガラス全体が経年劣化による曇りが生じているた

め、ガラス及び建具等の改修工事に係る経費を計上するものです。 

 ２１ページをお開き願います。 

 １０款教育費６項保健体育費１目保健体育総務費、保健体育一般経費１００万円につき

ましては、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として実施する宝

くじスポーツフェア、ドリームベースボールを本町で開催するため、実行委員会組織に対

する社会体育振興補助金の追加です。 

 次に、２、歳入について説明いたします。 

 ７ページをお開き願います。 

 １５款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金９,６６３万７,０００円につき

ましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加です。 

 ２目民生費国庫補助金２,０８５万８,０００円につきましては、こども家庭庁の発足に

よる交付金制度統一に伴い、保育所等整備交付金９,０７４万２,０００円を減額。認定こ

ども園施設整備交付金７,４１２万６,０００円を減額し、就学前教育・保育施設整備交付

金１億８,５７２万６,０００円を計上するものです。 

 ５目土木費国庫補助金１,２００万円につきましては、橋梁長寿命化補修事業補助金の

追加です。 

 １８款寄附金１項寄附金２目指定寄附金２０万円につきましては、まちづくり振興資金

として３件、２０万円の指定寄附金を頂いたものです。 

 １９款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金につきましては４,５５１万４,０

００円の追加です。 

 ２０款繰越金１項繰越金１目繰越金１,６６６万９,０００円につきましては、前年度繰

越金の追加です。 

 ２１款諸収入５項雑入６目雑入３５万円につきましては、北海道町村会が主催する海外

行政視察調査の参加負担経費に対するオホーツク町村会助成金の追加です。 
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 ２２款町債１項町債１目総務債につきましては、新庁舎整備事業債５,０２０万円の追

加。 

 ２目民生債につきましては、認定こども園整備事業債６１０万円の追加。 

 ５目土木債につきましては、道路橋梁事業債８００万円の追加です。 

 なお、工事に関する概要につきましては、別添の補正予算に関する資料により、担当か

ら説明いたします。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 堂前総務課長。 

○総務課長（堂前政好君） 令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第３号）に関する資料

の１ページを御覧いただきたいと思います。 

 新庁舎整備事業の新庁舎建設地等整備工事について御説明をいたします。 

 本工事は、新庁舎建設の工期を確保するため、今年度において前庭の整地を行うもので

あり、移植可能な樹木の移植や噴水跡などの支障物を撤去するほか、記念碑、掲示板の移

設などを行うものであります。 

 なお、移植可能な樹木などにつきましては、町が昨年取得いたしました前庭南側の市街

地３６号線通を挟んだ１条通北２丁目の旧イケコー跡地を前庭の代替となる緑地といたし

まして、今後整備を進めるため、この場所に移設を行うものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 水野社会教育課長。 

○社会教育課長（水野 徹君） 続きまして、２ページ目を御覧願います。 

 この位置図につきましては、白滝国際交流センター屋外建具改修工事に係るものとなり

ます。 

 次のページ、３ページを御覧願います。 

 ３ページにつきましては、白滝国際交流センター屋外建具改修工事を記載した平面図と

なり、４ページ目には、その改修内容を記した立面図となってございます。 

 改修工事の内容としましては、国際交流センターホワイエ部分の複層ガラスの更新が１

１枚、また、複層ガラス周辺の木製建具の保護塗装等を行いますが、範囲につきまして

は、複層ガラス交換部分に加えまして、施設右側にございます両開きの自動ドア部分まで

保護塗装を行う内容となってございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川寿雄君） 議案第１４号令和５年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補

正予算（第１号）について御説明いたします。 

 令和５年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定

の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,２００万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ７,６７７万６,０００円とするものです。 
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 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出補正予算」により御説明いたしま

す。 

 地方債の変更につきましては、「第２表地方債補正」により御説明いたします。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。 

 １款分担金及び負担金につきましては、１項分担金に１５万円を追加し、総額を６５万

円とするものです。 

 ２款使用料及び手数料につきましては、２項手数料に３,０００円を追加し、総額を３

６９万円とするものです。 

 ３款繰入金につきましては、１項他会計繰入金に４万７,０００円を追加し、総額を２,

５１３万５,０００円とするものです。 

 ６款町債につきましては、１項町債に１,１８０万円を追加し、総額を４,６３０万円と

するものです。 

 これよりまして、歳入合計６,４７７万６,０００円に１,２００万円を追加し、総額を

７,６７７万６,０００円とするものです。 

 次に、歳出について御説明いたしますので、次のページをお開き願います。 

 １款個別排水処理費につきましては、１項個別排水処理費に１,２００万円を追加し、

総額を６,８７５万３,０００円とするものです。 

 これによりまして、歳出合計６,４７７万６,０００円に１,２００万円を追加し、総額

を歳入歳出同額の７,６７７万６,０００円とするものです。 

 次に、第２表地方債補正について御説明いたします。 

 ３ページを御覧願います。 

 個別排水処理施設整備事業につきましては、事業費の追加により、限度額を３,４５０

万円から４,６３０万円に変更するものです。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と変更ありません。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説

明いたします。 

 ９ページをお開き願います。 

 １款個別排水処理費１項個別排水処理費２目個別排水処理施設整備費、個別排水処理施

設整備事業１,２００万円の追加につきましては、個別排水処理施設整備工事について、

当初１０基予定のところ１３基の整備予定となるものです。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ７ページをお開き願います。 

 １款分担金及び負担金１項分担金１目排水処理費分担金１５万円につきましては、個別

排水受益者分担金の追加です。 

 ２款使用料及び手数料２項手数料１目個別排水手数料３,０００円につきましては、個
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別排水検査手数料の追加です。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金４万７,０００円につきましては、一

般会計繰入金の追加です。 

 ６款町債１項町債１目個別排水処理事業債１,１８０万円につきましては、個別排水処

理施設整備事業債の追加です。 

 以上で、議案第１４号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、一括上程しました議案２件の質疑を行います。 

 質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。 

 これより、議案第１３号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第３号）の質疑を行いま

す。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 ２款総務費、９ページ、１０ページ。 

 山本議員。 

○７番（山本 悟君） ２款１項１６目、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

給付事業、その中で一番下の項目、電力・ガス・食料品等の価格高騰重点支援給付金９,

３００万円についてお聞きしたいと思います。 

 先日、民生常任委員会の資料を見まして、１世帯当たり３０万円、口座振込、基準日が

令和５年６月１日ということで聞いております。周知方法として、個別案内、広報、ホー

ムページで知らせるとなっていますが、町民への支払い時期はいつ頃になるのかどうか、

それから給付のための申請方法、どのようなことを考えているか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（杉本信一君） 岩井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岩井誠志君） ただいまの山本議員の御質問にお答えしますが、その前

に一部訂正させていただきます。１世帯当たり３０万円という発言されましたけれども、

１世帯当たり３万円ですので、御了承願います。 

 また、周知の時期、それから申請の方法なのですけれども、今回の補正予算が可決後、

直ちに事務手続を始めまして、個別案内の時期につきましては７月上旬を目指しておりま

す。また、申請につきましては、前回やった方法と同じ、プッシュ方式を取りたいと考え

ておりますので、対象となる非課税世帯に案内を差し上げて、その上で、同意を得られれ

ばそのまま支給しますし、支給を望まない方につきましては、その旨の返事をいただきま

して、振り込まないという形で、案内を差し上げたときに同意を得られればそのまま振り

込むという形を取りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（杉本信一君） 山本議員。 

○７番（山本 悟君） 分かりました。先ほど１世帯当たり３０万円、大変失礼いたしま
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した。３万円、了解しました。 

 それで、振り込みをするということなのですけれども、今、プッシュ方式というお話な

のですけれども、分からないのですが、どういうことなのでしょうか。 

○議長（杉本信一君） 岩井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岩井誠志君） 非課税世帯につきましては、賦課期日が６月１日ですの

で、その段階で非課税世帯が本町で把握できます。その方に対して、こちらのほうで通知

を差し上げまして、それで本人の同意を得てから本人の口座に振り込むという形になりま

す。 

 以上です。 

○議長（杉本信一君） 山本議員。 

○７番（山本 悟君） 分かりました。町民、大変期待している方がたくさん多いので、

ぜひ早急にやってほしいと思います。 

 それで、支払いの口座の振り込みですけれども、世帯主に限定するのか、それとも希望

によっては世帯主以外でも振り込みするのか、それをお聞きして終わりたいと思います。 

○議長（杉本信一君） 岩井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岩井誠志君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

 基本的には、今までの給付金関係で振り込みしていた口座に振り込む形になります。先

ほど説明したとおり、こちらのほうで通知を差し上げますので、その中で、変更点があれ

ば、その旨を申請してもらう形になると思います。 

 以上です。 

○議長（杉本信一君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ３款民生費、１１ページ、１２ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ８款土木費、１３ページから１６ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １０款教育費、１７ページから２２ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 １５款国庫支出金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １８款寄附金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １９款繰入金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２０款繰越金、７ページ、８ページ。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２１款諸収入、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２２款町債、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、第２表地方債補正、３ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） これをもって、議案第１３号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１４号令和５年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正予算（第１号）の

質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出により各款ごとに行います。 

 １款個別排水処理、９ページ、１０ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 １款分担金及び負担金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２款使用料及び手数料、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ３款繰入金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ６款町債、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、第２表地方債補正、３ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１４号の質疑を終わります。 

 以上で、議案２件の質疑を終わります。 

 これより、一括上程しました議案２件を採決いたします。 

 採決は、上程の順により、各案件ごとに行います。 

 これより、議案第１３号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第３号）を採決いたしま

す。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第１４号令和５年度遠軽町個別排水処理事業特別会計補正予算（第１号）を

採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２１ 議案第１５号 

○議長（杉本信一君） 日程第２１ 議案第１５号令和５年度遠軽町水道事業会計補正予

算(第１号)を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 大川水道課長。 

○水道課長（大川寿雄君） 議案第１５号令和５年度遠軽町水道事業会計補正予算（第１

号）について御説明いたします。 

 第２条は、令和５年度遠軽町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予

定額を次のとおり補正するものです。 

 支出につきましては、第１款水道事業費用第１項営業費用に７７４万３,０００円を追

加し、総額を６億８,７２２万９,０００円とするものです。 

 第３条は、予算第７条に定めた職員給与費５,３６０万２,０００円を６,１６４万５,０

００円に改めるものです。 

 次の１ページは実施計画、２ページはキャッシュフロー計算書、３ページから４ページ

は予定貸借対照表で、説明は省略させていただきます。 

 次に、５ページをお開き願います。 

 補正予算明細により御説明いたします。 

 収益的収入及び支出の支出、１款水道事業費用１項営業費用２目配水及び給水費１節給

料３８４万円の追加、２節手当２５９万２,０００円の追加、３節賞与引当金繰入額５３

万４,０００円の追加、５節法定福利費１２５万１,０００円の追加、６節法定福利費引当

金繰入額１０万３,０００円の追加は、企業職員の人事異動により人件費の予算を補正す

るものです。 

 ３目総係費１節給料１１万８,０００円の追加、２節手当６７万１,０００円の減額、３

節賞与引当金繰入額２万４,０００円の減額は、企業職員の人事異動により人件費の予算

を補正するものです。 

 以上で、議案第１５号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 質疑は、実施計画、予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表を省略して、補正予

算明細により行います。 
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 収益的収入及び支出、５ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１５号令和５年度遠軽町水道事業会計補正予算（第１号）を採決いた

します。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２２ 議案第１６号 

○議長（杉本信一君） 日程第２２ 議案第１６号令和５年度遠軽町下水道事業会計補正

予算(第１号）を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 大川水道課長。 

○水道課長（大川寿雄君） 議案第１６号令和５年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第

１号）について御説明いたします。 

 第２条は、令和５年度遠軽町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正するものです。 

 支出につきましては、第１款下水道事業費用第１項営業費用に１８３万５,０００円を

追加し、総額を１０億３,５７０万円とするものです。 

 第３条は、予算第９条に定めた職員給与費４,６３９万２,０００円を４,８０４万７,０

００円に改めるものです。 

 次の１ページは実施計画、２ページはキャッシュフロー計算書、３ページから４ページ

は予定貸借対照表で、説明は省略させていただきます。 

 次に、５ページを御覧願います。 

 補正予算明細により御説明いたします。 

 収益的収入及び支出の支出、１款下水道事業費用１項営業費用１目管渠費１節給料２３

２万４,０００円の減額、２節手当１４６万２,０００円の減額、３節賞与引当金繰入額３

５万７,０００円の減額、５節法定福利費７４万１,０００円の減額、６節法定福利費引当

金繰入額７万円の減額は、企業職員の人事異動により人件費の予算を補正するものです。 

 ２目処理場費１節給料３１５万３,０００円の追加、２節手当２２０万３,０００円の追

加、３節賞与引当金繰入額４４万１,０００円の追加、５節法定福利費９０万７,０００円

の追加、６節法定福利費引当金繰入額８万５,０００円の追加は、企業職員の人事異動に

より人件費の予算を補正するものです。 
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 以上で、議案第１６号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 質疑は、実施計画、予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表を省略して、補正予

算明細により行います。 

 収益的収入及び支出、５ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１６号令和５年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第１号）を採決い

たします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２３ 請願第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第２３ 請願第１号遠軽町議会基本条例の改正を求める請願

書を議題とします。 

 局長をして請願書を朗読させます。 

○議会事務局長（小野寺正彦君） 請願文書表。 

 番号、請願第１号。 

 受理年月日、令和５年６月１日。 

 件名、遠軽町議会基本条例の改正を求める請願書。 

 請願者の住所及び氏名は、記載のとおり６名で、紹介議員は戸松恵子であります。 

 なお、請願の要旨等につきましては、写しを配付しておりますので省略させていただき

ます。 

 以上であります。 

○議長（杉本信一君） お諮りします。 

 請願第１号については、なお審査の必要があると思いますので、議会運営委員会に付託

し、閉会中の審査とすることにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第１号は、議会運営委員会に付託し、閉会中の審査とすることに決定

しました。 

──────────────────────────────────── 
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◎散会宣告 

○議長（杉本信一君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これをもって散会とします。 

午前１１時５５分 散会 

  




